
事 後 調 査 計 画 書 

 

令和５年４月１２日  

 

広 島 市 長 様 

事業者（法人にあっては，その名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

住所  広島市中区国泰寺町一丁目 6番 34号 

                     氏名  広島市 

                         広島市長 松井 一實  

    (環境局施設部施設課) 

                     電話番号 082－504－2211 

 

 広島市環境影響評価条例第 30 条第２項の規定により，次のとおり事後調査計画書を提出します。 

対 象 事 業 の 名 称  南工場建替事業 

事 後 調 査 の 種 類 ■ 工事の実施中    □ 工事の完了後 

工事の着手又は完了の年月日 令和５年４月３日 

事 後 調 査 の 項 目 及 び 手 法  別紙のとおり 

事 後 調 査 を 行 う 期 間  令和５年４月～令和１０年３月３１日 

事後調査報告書の提出の時期  調査終了後 

そ の 他  

（注）１ 事後調査の全部又は一部を他の者に委託して行う場合には，その者の氏名及び住所 

（法人にあっては，その名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）を「その他」 

の欄に記載してください。 

   ２ 記載事項を枠内に記入できないときは，別紙に記載し，添付してください。 

 

 



別紙 

 

工事の実施中における事後調査の項目及び手法 

 

調査項目 調査方法 調査地点及び調査時期・回数 

騒音 建設作業騒音 
JIS Z 8731 に

規定する方法 

調査地点：敷地境界の１地点（別図） 

調査時期：施工期間において影響が最大となる時期 

調査回数：１回 

振動 建設作業振動 
JIS Z 8735 に

規定する方法 

調査地点：敷地境界の１地点（別図） 

調査時期：施工期間において影響が最大となる時期 

調査回数：１回 

 

  



別図 

 

 


